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産
経
新
聞
前
ソ
ウ
ル
支
局
長
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

「
前
々
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
一
一
五
号
）
並
び
に
、
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
一
五
六
号
）

を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

閣
議
決
定
を
受
け
た
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
一
五
六
号
）
で
は
、
質
問
に
対
し
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
な

い
。
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
一
五
六
号
）
を
起
案
し
た
者
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

前
回
質
問
主
意
書
で
、
加
藤
氏
の
韓
国
か
ら
日
本
へ
の
出
国
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
等
に
関
し
、
日
本
政
府
の
誰

が
、
韓
国
政
府
の
誰
に
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
要
請
し
た
の
か
。
ま
た
、
そ
の
伝
達
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
わ
れ
た
の
か

と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
一
五
六
号
）
で
は
、
誠
実
な
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
当

方
は
、
外
交
上
の
や
り
と
り
の
詳
細
を
聞
い
て
い
る
の
で
は
な
い
、
日
本
政
府
の
誰
が
韓
国
政
府
の
誰
に
対
し
対
応
を
要
請

し
た
か
、
ま
た
、
そ
の
伝
達
方
法
を
日
本
側
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
っ
た
の
か
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
改
め
て
、
当
方

の
質
問
に
答
え
ら
れ
た
い
。

三

前
回
質
問
主
意
書
で
、
「
現
時
点
で
、
日
本
政
府
か
ら
の
要
請
に
対
し
、
韓
国
政
府
か
ら
何
ら
か
の
回
答
は
き
て
い
る

か
。
」
と
問
う
た
が
、
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
一
五
六
号
）
で
は
、
誠
実
な
答
弁
が
さ
れ
て
い
な
い
。
改

一



め
て
、
現
時
点
で
、
日
本
政
府
か
ら
の
要
請
に
対
し
、
韓
国
政
府
か
ら
回
答
は
来
て
い
る
か
否
か
。
端
的
に
答
え
ら
れ
た

い
。

四

日
本
政
府
と
し
て
、
加
藤
氏
の
基
本
的
人
権
に
つ
い
て
韓
国
側
に
き
ち
ん
と
話
を
し
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


